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政 策 評 価 結 果 書

平成１４年４月９日

（最終改訂同年７月１０日）

生 産 局 総 務 課 長

政策分野 家畜衛生対策

政策分野主管課 生産局畜産部衛生課

関 係 課

１ 目標値（目標年度）

（１）目標値

① 国内における海外悪性伝染病（口蹄疫、牛疫、アフリカ豚コレラ）の発生が

ないこと（平成１３年度）

② 牛、豚における家畜伝染病の発生率について、過去５年間の発生率の平均値

を超えないこと（平成１３年度）

（２）サブ指標

（ ）①家畜の疾病による事故率が過去５年間の最大値を超えないこと 平成１３年度

（ ）②動物用医薬品等の安全性の確保・品質の改善 １００％ 平成１３年度

（ ）③獣医師の免許取消及び業務の停止に係る適切な措置 １００％ 平成１３年度

〈目標値算定の考え方〉

我が国の家畜伝染病の発生予防及びまん延防止、動物検疫の適切な実施等を確

保するとの観点から、これらの指標を設定。

２ 評価結果

（１）有効性評価及び必要性評価

ⅰ 目標値

平均比 上昇 平均比 低下13年度実績 ① ０件 ②牛： 0.0004ﾎﾟｲﾝﾄ 、豚： 0.00002ﾎﾟｲﾝﾄ

達 成 状 況 ① － ② －

達成ランク ① － ② －

ⅱ サブ指標

13年度実績 ①集計中 ②１００％ ③１００％

達 成 状 況 ① － ② － ③ －

達成ランク ① － ② － ③ －

※ 各指標の達成ランクについては、そもそもの目標設定が不十分であった

こと等を踏まえ 「－」とした。、
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所見

ア 我が国畜産業の振興を図りつつ、消費者に対して安全で安心な畜産物を供給

するためには、家畜疾病の発生の予防及びまん延の防止を図ることが必要であ

る。

このため、家畜伝染病予防法に基づく国内防疫及び動物検疫の実施をはじめ

として、衛生指導の推進、動物用医薬品等の安全性の確保及び品質の改善等の

家畜衛生対策を講じてきたところであり、これらを通じて、我が国の家畜伝染

性疾病の清浄性等が確保されているものと考えられてきた。

イ 平成１３年度政策評価を実施するに当たっては、引き続きこうした家畜衛生

対策の適切な実施を図り、我が国における家畜伝染性疾病の清浄性等を維持す

るとの観点から、本政策分野を設け、上記の各指標を目標値又はサブ指標とし

て設定したところである。なお、これらの指標に関しては、一部を除き、目標

どおりの達成状況となっている。

ウ しかしながら、平成１３年９月、我が国において初めてＢＳＥが発生したこ

とにより、大きな社会的混乱が引き起こされ、家畜衛生行政に対する信頼は大

。 、 。きく損なわれた このため その問題点を整理し改善することが必要となった

エ 本年４月に取りまとめられた「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会」におい

ても指摘されているとおり、ＢＳＥに関する過去の行政対応上の具体的問題点

としては、主に以下のものが考えられる。

① 危機意識の希薄さと危機管理体制の不備 例えば、ＢＳＥ発生時の緊急対

応マニュアルを策定していなかった等最悪のケースを想定していなかった。

また、昨年のＥＵのステータス評価に対し、ＥＵの評価基準がＯＩＥの評価

基準とかけ離れていたことなどから評価の中断を要請した。

② 生産者優先・消費者保護軽視の行政 例えば、情報伝達の混乱に伴う風評

被害を警戒して、国民への正確な情報の公開と透明性の確保が不十分であっ

た。

③ 関係省庁等との連携不足 例えば、ＢＳＥ発生前は農林水産省と厚生労働

省のそれぞれにおいて、異なる基準によりサーベイランスが行われていた。

ＥＵステータス評価の際にも、厚生労働省との十分な協議を行わなかった。

今後は、これらの事実を厳粛に受けとめ、国民の信頼と安心の回復に向けて

全力を挙げて取り組むことが必要である。

オ 平成１３年度の本政策分野の評価については、前述のとおり、当初設定され

た目標値等からすれば、ほぼ順調な達成状況となるところである。しかしなが

ら、ＢＳＥの発生により、消費者に対して安全で安心な畜産物を供給するとい

う家畜衛生対策の目標について、達成できたとは到底言いがたい状況に陥った

ことに鑑みれば、そもそもの目標値等の設定が不十分であったと言える。こう

、 「 」 。した状況を踏まえ 本分野の各指標の達成ランク付けについては － とする

なお、平成１４年度の評価を行うに当たっては、目標値等のあり方の見直しに

ついて検討する必要がある。

３ 改善の方向

ア 前述のとおり、ＢＳＥに関する過去の行政対応については、次の問題があった

と考えられる。
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① 危機意識の希薄さと危機管理体制の不備

② 生産者優先・消費者保護軽視の行政

③ 関係省庁等との連携不足

、 、 、「 」イ 今後は これらの事実を厳粛に受けとめ 消費者保護をより一層重視し 食

の安全と安心の確保を図る観点から、厚生労働省との緊密な連携の下、リスク評

価、リスク管理、リスクコミュニケーションといった「リスク分析」の考え方に

基づき、家畜衛生行政の改革に積極的に取り組むこととしている。

ウ 具体的には、

① 消費者保護の観点からの家畜伝染病予防法への公衆衛生上の視点の導入

② 厚生労働省との連携の強化

③ 消費者に対し適切な情報の公開・提供等を行うリスクコミュニケーションの

実施

等の検討を行う。

エ また、これらの改善方向を踏まえ、家畜衛生対策が有効に機能しているかを把

握する目標値について検討することとする。

オ なお、今後の食品安全行政のあり方に関しては、食品安全行政に関する関係閣

僚会議において、食品の安全に関するリスク評価を行う食品安全委員会（仮称）

を設置するとともに、消費者の保護を基本とした包括的な食品の安全を確保する

（ ） 、ための法律として食品安全基本法 仮称 を制定することとされたところであり

これらを踏まえ、適切に対応していく考えである。
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政 策 評 価 シ ー ト

政策分野 家畜衛生対策

政策分野主管課 政策分野主管課：生産局畜産部衛生課
及び関係課 関 係 課：該当なし

目 標 目標年度 －

目 標 値 ①海外悪性伝染病の侵 現状値 （公表時の数値）
入発生防止 ①４件
：国内における海外 （平成１２年実績）
悪性伝染病（口蹄疫、
牛疫、アフリカ豚コレ
） 。ラ の発生がないこと

②国内の家畜伝染病の ②家畜伝染病の発生率（％）
清浄性の維持 牛：平成7～11年平均(0.0121)
：牛、豚における家 に対し 0.0057ﾎﾟｲﾝﾄの増加 平、 （
畜伝染病の発生率につ 成12年0.0178 。）
いて、過去５年間の発 豚：平成7～11年平均(0.0001)
生率の平均値を超えな に対し、増減なし（平成12年
いこと。 0.0001 。）

サブ指標 ①家畜の疾病発生に係 現状値 ①家畜の疾病による事故率
る適切な衛生指導の実 （％）
施 乳用牛：平成6～10年度最大
：家畜の疾病による 値（86.6）に対し、1.5ﾎﾟｲﾝﾄ
事故率を指標とし、当 の減少（平成11年85.1 。）
該年の事故率が過去５ 肉用牛等：平成6～10年度最
年間の事故率の最大値 大値（45.6）に対し、0.7ﾎﾟｲﾝ
を超えないこと。 ﾄの減少（平成11年44.9 。）

種豚：平成6～10年度最大値
（28.5）に対し、3.3ﾎﾟｲﾝﾄの
減少（平成11年25.2 。）

②動物用医薬品等の安 ②１００％
全性の確保・品質の改 （平成１２年度実績）
善 １００％
：動物用医薬品等の
検査・検定の結果、前
年度に品質・安全性に
問題があった件数のう
ち、全てが改善される
こと。

③獣医師の免許取消及 ③１００％
び業務の停止に係る適 （平成１２年度実績）
切な処理 １００％
：獣医師の免許取消
等の事案が発生した場
合、獣医事審議会の意
見を聞いて適切な措置

。が実施されていること
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関係者が取り組 ①海外からの家畜の伝染性疾病の侵入防止
むべき課題 ②国内における家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延の防止

③家畜疾病の発生予防、発生時の対策及び畜産物の安全性の確保等に係る適
切な家畜衛生指導等による家畜衛生の向上
④動物用医薬品等の安全性の確保・品質の改善
⑤適切な獣医療の確保

目 年 度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度
標 ( )見込み
に
係 目 ① 海外悪性伝染病の侵入発生防止
る 標
各 値 実績値 ０件
年
度 達 成 －％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
の 状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％
実
績 ② 国内の家畜伝染病の清浄性の維持
値
及 実績値 牛：
び 過去５年間の
達 平均に対し
成 0.0004ﾎﾟｲﾝﾄ
状 増加
況 豚：

過去５年間の
平均に対し
0.00002ﾎﾟｲﾝﾄ
減少

達 成 牛：－ ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
状 況 豚：－ ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％

サ ① 家畜の疾病発生にかかる適切な衛生指導の実施
ブ

秋頃とりまとめ指 実績値
標
値 達 成 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％

② 動物用医薬品等の安全性の確保・品質の改善

実績値 １００％

達 成 １００％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％

③ 獣医師の免許取消及び業務の停止に係る適切な処理

実績値 １００％

達 成 １００％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％
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目標値と実績値の推移

海外悪性伝染病の発生件数 家畜伝染病の発生率（牛）

家畜伝染病の発生率（豚）

達成状況に対す １３年度 １３年９月に我が国では初めて牛海綿状脳症（ＢＳＥ）が
るコメント 発生し、大きな社会的混乱を引き起こした。このため、①発

生時における厚生労働省、都道府県等との連携や死亡牛の検
査を含むサーベイランス体制の強化等を示した検査マニュア
ルの策定、②肉骨粉等の動物性加工たん白質の輸入の一時停
止、③サーベイランス体制の整備、④感染ルートの調査等の
防疫措置を講じ、ＢＳＥの発生予防及びまん延防止対策に努
めているところである。
また、今般の発生及び今後の防疫措置を円滑に実施するた
め、家畜伝染病予防法の改正に向けて作業中である。
更に、動物検疫については 「動植物検疫・輸入食品安全、
性対策本部」を設置し、今後のあり方について検討している
ところである。具体的には、我が国への畜産物輸出国のＢＳ
Ｅステータス評価、輸入検疫対象物等の見直し等を実施する
こととしている。

、 、しかしながら ＢＳＥの侵入防止に関する過去の行政対応
厚生労働省や都道府県との連携、発生当初の混乱等について
国民から様々な指摘を受けているところであり、行政対応上
の問題点の解明を含め、今後の畜産・食品衛生行政の改革を
睨み「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会」の場で検討が行
われてきたところである。
４月２日にとりまとめられた報告書では、危機意識の欠如
と危機管理体制の欠落、農林水産省と厚生労働省の連携不足
等の厳しい指摘を受けたところである。
これらの指摘を踏まえ、今後はリスク評価、リスク管理、
リスクコミュニケーションといった「リスク分析」の考え方
に基づき、家畜衛生行政の改革に取り組むこととしたい。

ＢＳＥの発生以外については、以下のとおり。
目標①については、アフリカ豚コレラについてこれまで我が
国での発生はなく、牛疫については大正１３年の最終発生以
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降、我が国での発生はない。口蹄疫については、明治４１年
の発生以降発生がなかったが、平成１２年３月に９２年ぶり
に口蹄疫が発生した。しかし、都道府県、関係団体が一体と
なった迅速な防疫措置により、半年で清浄国に復帰した。
目標②については、牛の家畜伝染病について、ヨーネ病の検
査強化に伴い発生率（摘発率）が増加傾向にあり、過去５年
間の平均値を超えている。このため、定期検査による患畜の
摘発と殺処分、畜舎等の消毒等の衛生監理の徹底によるまん
延防止を図ることとしている。
、 、 、一方 豚の家畜伝染病については 近年大きな流行はなく

比較的平穏に推移している。

１４年度

１５年度

１６年度

１７年度

参考指標 目標値の過去の実績値

①海外悪性伝染病の発生件数

７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年
( )見込み

口蹄疫 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ４件 ０件

牛 疫 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

ｱﾌﾘｶ豚ｺﾚﾗ ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件

②家畜伝染病の発生率（％）

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度
( )見込み

牛疾病 0.0055 0.0063 0.0121 0.0167 0.0198 0.0180 0.0150

豚疾病 0.00002 0.00011 0.00000 0.00007 0.00006 0.00006 0.00004

※ 家畜伝染病の発生率（％）＝牛又は豚の家畜伝染病の発生頭数／牛又は豚の飼養頭数×１００
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サブ指標値の過去の実績値
① 過去５年間の家畜の疾病による事故率（％）

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度
( )速報値

乳 用 牛 調査予定85.0 83.8 82.6 86.6 85.1 87.2

肉用牛等 調査予定43.1 44.1 44.0 45.6 44.9 43.9

調査予定種豚 28.5 27.1 26.4 27.6 25.2 23.6

出典： 家畜共済統計表」「
※ 家畜の疾病による事故率（％）＝家畜共済により牛、豚での家畜の疾病による共済金の支払いが

行われた頭数／牛、豚の家畜共済への加入頭数×１００

② 過去５年間の動物用医薬品等の安全性の確保・品質の改善率（％）

１２年度 １３年度
( )見込み

改善率 100 100

（注）本政策評価の実施に伴い、平成１２年度実績から調査を開始したもの。

③ 獣医師の免許取消及び業務の停止に係る適切な処理率（％）

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度
( )見込み

100 100 100 100 100 100 100処理率

備 考
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政策分野及び政策目標値算出の考え方

政策分野 家畜衛生対策

目標年度 －

目 標 値 ①海外悪性伝染病の侵入発生防止
：国内における海外悪性伝染病（口蹄疫、牛疫、アフリカ豚コレラ）
の発生がないこと。

②国内の家畜伝染病の清浄性の維持
：牛および豚の家畜伝染病の発生率が、過去５年間の牛および豚の家
畜伝染病の発生率の平均を超えないこと

上位計画 －

目標年度 －

目 標 値 －

〔政策分野の全般的考え方〕
畜産業において 「食料・農業・農村基本法」に掲げられる生産努力目標の達成にあたって、
は、畜産業に重大な影響を与える家畜疾病の発生予防、まん延防止を図ることが重要である。
このため、国内における家畜疾病の発生予防、まん延防止及び動物検疫等を家畜衛生対策と
して政策分野を設け、施策を講じていくことが重要である。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
家畜衛生の推進により安定的な畜産の振興を図る観点からは、家畜疾病の発生の低減による
生産性の向上及び生産コストの低減を図るとともに、消費者の食品に対する安全性への要求に
応えることが重要である。
このような中で、平成９年の台湾における口蹄疫の大規模な発生、平成１２年の我が国にお
ける９２年ぶりの口蹄疫の発生、平成１３年２月の英国における口蹄疫の大規模な発生及び欧
州本土での続発に加え、欧州における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生の拡大等により、国内へ
の海外悪性伝染病の侵入防止及び発生時の適切な防疫措置の重要性が認識された。
これらのことを踏まえ、家畜衛生対策に係る目標を設定し、万全な家畜衛生対策の実施を目
指すことが必要である。目標の設定にあたっては、既に我が国における家畜伝染病の発生が極
めて低いこと、動物検疫については引き続き侵入防止措置の万全を期すことが重要であること
を踏まえ、家畜衛生を取り巻く諸要因に適切に対応し、引き続き我が国における家畜の伝染性
疾病の清浄性を維持することに重点をおいて設定することする。また、サブ指標として家畜の
疾病発生に係る適切な衛生指導の実施、動物用医薬品等の安全性の確保・品質の改善及び獣医
師の免許取消及び業務の停止に係る適切な処理を設定する。

〔政策目標値の算出方法〕
、 （ 、 、 ）目標値①動物検疫については 国内への海外悪性伝染病 口蹄疫 牛疫 アフリカ豚コレラ

の侵入防止を図ることが主要な目的と考えられることから、国内における海外悪性伝染病の発
生がない（０件）ことを目標とする。
また、万一、国内においてこれらの疾病の発生が認められた場合には、適切に侵入防止対策
の見直し、強化等が図られたかを評価しこれに代える。

目標値②国内防疫については、家畜の伝染性疾病の発生予防、及びまん延防止が主要な目的
と考えられることから、国内における家畜伝染病（家畜伝染病予防法に定める２３疾病）の主
要な畜種（牛、豚）別の発生状況を指標とする。
、 、また 現在の我が国における家畜伝染病の発生が極めて少ない数値で推移していることから

偶発的要因による増減の影響を勘案して、過去の発生状況と比べ顕著な増加がないことを目標
値として設定する。なお、想定し得ない要因により一時的な流行が認められた場合には、これ
に対する適切な防疫措置が図られたことを評価しこれに代える。
具体的には、主要な家畜である牛及び豚の家畜伝染病の発生率を指標とし、当該年の発生率
が過去５年間の発生率の平均を超えないことを目標とする。
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家畜伝染病の発生率＝牛及び豚の家畜伝染病の発生頭数／牛および豚の飼養頭数×１００

サブ指標①都道府県が、家畜保健衛生所法に基づき設置している家畜保健衛生所により、生
産者等に対する家畜衛生に関する思想の普及及び向上、家畜の保健衛生上必要な検査等を実施
すること等により、農家における家畜疾病発生の低減が図られると考えられることから、主要
な家畜である牛及び豚における家畜の疾病による事故率を指標とする。目標の設定にあたって
は、目標①における家畜伝染病と異なり、法に基づく殺処分等の対象となっておらず、家畜飼
養密度の上昇等、疾病の発生を引き起こす要因が増加傾向にあると考えられることから、当該
年の発生率が過去５年間の発生率の最大値を超えないことを目標とする。

家畜の疾病による事故率
＝家畜共済により牛、豚での家畜の疾病の発生による共済金の支払いが行われた頭数
／牛、豚の家畜共済への加入頭数×１００

、 、 、 、サブ指標②薬事法に基づき 動物用医薬品等の品質 有効性及び安全性の確保のため 承認
許可、検査・検定の実施等により、家畜衛生の向上を図ることを目的としている。動物用医薬
品等の安全性等の確保のため、動物用医薬品等の検査等の結果、前年度に安全性等に問題があ
った件数の全てについて、適切に指導等を実施し、その全てが改善されることを目標とする。

サブ指標③獣医師法及び獣医療法に基づき、獣医師として適当な知識、技能等を有している
者に対して農林水産大臣が免許を付与するとともに、地域の実態に即した適切な獣医療の確保
等を実施することにより、家畜衛生の向上を図ることを目的としている。適切な獣医療を確保
するため、罰金以上の刑に処せられること等により獣医師の免許取消又は業務の停止に係る事
案が発生した場合、その全てについて獣医事審議会の意見を聴いて適切な処理が行われること
を目標とする。
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政 策 手 段 シ ー ト

（ ）政 策 分 野 家畜衛生対策 １／２

政策手段等 施 策 の 内 容 実績及びそれに対する所見
（単位：千円） （目標、サブ指標との関連）

家畜衛生対策事業 家畜衛生検査の推進、家畜伝 各県の事業計画に基づき事業を推
染病発生時の危機管理体制の整 進した。

2,038,388 備、家畜の損耗防止と生産性の（ ）
向上を図るためのガイドライン

生産局衛生課 の策定等を実施。［ ］
（ 、 、 、 ）目標① ② サブ指標① ②

農畜産業振興事業団 家畜衛生の推進に資するた 家畜衛生の推進に資するため、組
指定助成対象事業の め 組織的ワクチン接種の推進 織的ワクチン接種の推進、互助基金、 、
うち家畜衛生関連事 家畜伝染病の万一の発生に備え の造成、緊急接種用ワクチンの製造
業 た互助基金の造成、緊急接種用 ・備蓄等の支援、家畜伝染病発生時

ワクチンの製造・備蓄等の支 の感染畜の処理体制の構築、代謝障
7,705,168 援、家畜伝染病発生時の感染畜 害等対策、生産段階での畜産物の安（ ）

の処理体制の構築、代謝障害等 全性確保対策等を実施した。
生産局衛生課 対策、生産段階での畜産物の安 （実績は集計中）［ ］

全性確保対策、獣医療提供体制
の整備、海外開発ワクチン等実
用化の推進等を実施。
（ 、 、 、 ）目標② サブ指標① ② ③

、 、家畜伝染病予防費 家畜伝染病のまん延防止のた 患畜 疑似患畜の殺処分を実施し
めに行われた患畜、疑似患畜の 汚染物品の焼却等について手当金を
殺処分を実施するとともに、汚 交付した。

996,350 染物品の焼却等について手当金 (へい殺畜等棄却手当交付金支払実績（ ）
等を交付。 ： 千円)302,081

生産局衛生課 （目標②） (焼却埋却費交付金支払実績［ ］
： 千円)等15,977

動物検疫所 家畜伝染病予防法に基づき、 輸入される動物・畜産物に対し、
4,165,420の内数) 輸入される動物・畜産物等を介 動物検疫を実施したところ、伝染性（

した海外悪性伝染病等の侵入を 疾病の発見等があった （実績は集。
防止するための動物検疫を実施 計中）
する組織

生産局衛生課 （目標①）［ ］

薬事監視事務委託費 製造所のＧＭＰ適合状況の確 ＧＭＰ適合状況の確認： 件( )537 見込み
認等により、動物用医薬品の品

(7,730) 質、有効性及び安全性を確保。
生産局衛生課 （サブ指標②）［ ］

動物用医薬品等安全 安全性及び有用性の確認調査 安全性及び有用性の確認調査を実
性及び有用性確認調 を実施し、動物用医薬品等の適 施した。
査委託費 正な使用方法を確立。 動物用医薬品：９件( )見込み

(43,581) （サブ指標②） 飼料用添加物：２件( )見込み
［ ］生産局衛生課

動物医薬品検査所 薬事法に基づき、動物用医薬 ( 年 月末現在)13 12
品等の品質、有効性及び安全性 薬事法に基づき、動物用医薬品の
の確保のため、検査・検定等を 検査・検定等を実施した。
実施する組織。 検定： 件588

(940,933の内数) 命令検査： 件343
生産局衛生課 （サブ指標②）［ ］
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（ ）政 策 分 野 家畜衛生対策 ２／２

政策手段等 施 策 の 内 容 実績及びそれに対する所見
（単位：千円） （目標、サブ指標との関連）

食品産業等振興資金 家畜の診療施設の整備を推 平成 年 月に新たな基本方針12 12
利子助成補助金のう 進。 を公表し、これに即した都道府県計
ち家畜診療施設整備 画が策定中であったため、実績が乏
貸付金関係 （目標②） しい。

(115,533)
［ ］生産局衛生課

家畜伝染病予防法 国内防疫及び動物検疫を実施 家畜伝染病予防法に基づき、国内
することにより、家畜伝染病の 防疫及び動物検疫に関する政策を実
発生予防及びまん延防止を図 施した。

生産局衛生課 る。 ９月に我が国で初めてＢＳＥが発［ ］
（目標①、②、サブ指標①） 生し、その後２件の発生が確認され

た。

家畜保健衛生所法 都道府県が家畜衛生対策を講 （ 年３月末現在）13
じる実施機関として、家畜保健 全国で ヶ所の家畜保健衛生所183
衛生所を設置する根拠を規定。 が設置されている。

生産局衛生課 （目標②、サブ指標①）［ ］

薬事法 家畜等の疾病の診断、予防、 ( 年 月末現在)13 12
治療等を目的として使用される 薬事法に基づき、動物用医薬品の
動物用医薬品等の品質、有効性 承認、許可、検査等を実施した。
及び安全性の確保のために必要 承認： 件437

生産局衛生課 な承認、許可、検査等を実施。 許可： 件［ ］ 294
（サブ指標②）

獣医師法、獣医療法 獣医師の育成を図るととも 獣医師法に基づき、第 回獣医師52
に、地域の実態に即した適切な 国家試験を実施し、 人が合格し992
獣医療の確保等。 た。

また、獣医師の育成を図るため卒
生産局衛生課 （サブ指標③） 後研修を実施した。［ ］
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○目標値の設定方法

目標値① 国内における海外悪性伝染病（口蹄疫、牛疫、アフリカ豚コレラ）の発生がないこと。

平成１３年はいずれも発生がないため０件となる。

目標値② 牛、豚における家畜伝染病の発生率について、過去５年間の発生率の平均値を超えな

いこと。

家畜伝染病の発生率

家畜伝染病 の発生頭数（年間）※１

家畜伝染病の発生率（％）＝ ×１００
飼養頭数

※１ 家畜伝染病の種類

【牛】牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血

症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、伝染性海綿状脳症

【豚】牛疫、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、豚コレ

ラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病

過去５年間の発生率の平均を超えない

当該年の発生率（％）＜ 過去５年間の発生率の平均（％）
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【牛】

＝６８０頭／４，５３０千頭×１００①平成13年の発生率：０．０１５０％

平成８年 ３０６頭／４，８２８千頭×１００＝０．００６３％

平成９年 ５７６頭／４，７５０千頭×１００＝０．０１２１％

平成10年 ７８６頭／４，７０８千頭×１００＝０．０１６７％②過去５年間の平均値：０．０１４５％

平成11年 ９２３頭／４，６５８千頭×１００＝０．０１９８％

平成12年 ８２４頭／４，５８７千頭×１００＝０．０１８０％

①平成１３年の発生率－②過去５年間の平均値＝０．０１５０－０．０１４５＝０．０００５ポイント

したがって、平成１３年における牛の家畜伝染病の発生率は過去５年の平均値と比較して０．０００５

ポイントの増加となる。
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【豚】

＝４頭／９，７８５頭×１００①平成13年の発生率：０．００００４％

平成８年 １１頭／９，９００千頭×１００＝０．０００１１％

平成９年 ０頭／９，８２３千頭×１００＝０．０００００％

平成10年 ７頭／９，９０４千頭×１００＝０．００００７％②過去５年間の平均値：０．００００６％

平成11年 ６頭／９，８７９千頭×１００＝０．００００６％

平成12年 ６頭／９，８０６千頭×１００＝０．００００６％

①平成１３年の発生率－②過去５年間の平均値＝０．００００４－０．００００６＝▲０．００００２ポイント

したがって、平成１３年における豚の家畜伝染病の発生率は過去５年の平均値と比較して０．００００

２ポイントの減少となる。
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○サブ指標の設定方法

サブ指標① 家畜の疾病による事故率を指標とし、当該年の事故率が過去５年間の事故率の最大

値を超えないこと。

家畜の疾病による事故率

疾病傷害事故 で家畜共済より支払いが行われた件数 （年間）※１ ※２

家畜の疾病による事故率（％）＝ ×１００
家畜共済への加入頭数（年間）

※１ 疾病傷害事故の病類

循環器病、血液及び造血器病、呼吸器病、消化器病、泌尿器病、生殖器病、神経系病、感覚器

病、内分泌及び代謝疾患、運動器病、皮膚病、中毒、ウイルス病、細菌・真菌病、原虫・寄生虫

病等

※２ 支払いが行われた延べ頭数を示している。

当該年の事故率が過去５年間の事故率の最大値を超えない

当該年の事故率（％）＜過去５年間の事故率の最大値（％）
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【乳用牛】

平成８年 １，４０８，０２１件／１，６８０，０４７頭×１００＝８３．８％

平成９年 １，３７９，６２０件／１，６６９，２８１頭×１００＝８２．６％

平成10年 １，４１３，４１７件／１，６３２，０８１頭×１００＝８６．６％

平成11年 １，３５２，３９４件／１，５８９，０５５頭×１００＝８５．１％

←過去５年間で最大値平成12年 １，３６５，８９１件／１，５６７，０５２頭×１００＝８７．２％（速報値）

平成13年 調査中

【肉用牛等】

平成８年 １，０５５，０１８件／２，３９２，５６７頭×１００＝４４．１％

平成９年 １，０５８，２９３件／２，４０３，５８６頭×１００＝４４．０％

←過去５年間で最大値平成10年 １，０９０，０１３件／２，３９１，４６９頭×１００＝４５．６％

平成11年 １，０６５，８０８件／２，３７４，８５７頭×１００＝４４．９％

平成12年 １，０４５，３６２件／２，３７８，５８４頭×１００＝４３．９％（速報値）

平成13年 調査中

【種豚】

平成８年 ４２，３６４件／１５６，０３７頭×１００＝２７．１％

平成９年 ４１，３４５件／１５６，５６３頭×１００＝２６．４％

←過去５年間で最大値平成10年 ４１，７５４件／１５１，０４３頭×１００＝２７．６％

平成11年 ３６，７１１件／１４５，８６１頭×１００＝２５．２％

平成12年 ３６，４２５件／１５４，１０５頭×１００＝２３．６％（速報値）

平成13年 調査中
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サブ指標② 動物用医薬品等の検査・検定の結果、前年度に品質・安全性に問題があった件数のう

ち、全てが改善されること。

平成１３年度において、動物医薬品等の検査・検定を行った結果、試験不適合、表示不備等の理

由で品質・安全性に問題があった件数は８件。これらについて指導を行った結果、全てについて改善

されたため、達成率は１００％となる。（見込み）

サブ指標③ 獣医師の免許取消等の事案が発生した場合、獣医事審議会の意見を聞いて適切な措

置が実施されていること。

平成１３年度において、獣医師の免許取消等の事案が発生した件数は３件。これらすべてについ

て、獣医事審議会の意見を聞き、業務停止措置を実施したため、達成率は１００％となる。（見込み）


